
災害応急対策活動拠点、避難所等

県・市町村の庁舎、警察本部、警察署、
公立の学校、病院、体育館、公民館、
各種センター、消防署 等

※適用にあたっては、整備する施設の位置、規模、構造、また、想定最大震度等の状況や、被災後に補修
を要する可能性を容認するか否か等、個別施設の実情に応じ総合的に判断する。

例）

※学校教育施設等において別に定めがある場合には、その基準による。

※上記のうち、自治体における災害応急対策活動上代替性のない、特に中心的な施設については、Ⅰ類の
適用の必要性を検討することが望ましい。

〇構造体(耐力の割り増し)

〇建築非構造部材

〇建築設備
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防災拠点となる公共建築物は、以下の適用を基本として、大規模地震後に機能継続が可能な
耐震安全性を確保する。

類乙

（災害応急対策活動拠点）

（避難所）

（県・市町村の地域防災計画等で定めるもの）

（災害に強い官公庁施設づくりガイドラインより抜粋）

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に係る【岡山県の適用方針】

岡山県建築物耐震対策連絡会議

岡山県耐震改修促進計画資料編資料３


